
（取引主任者証の交付等） 

第二十二条の二 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知

事に対し、宅地建物取引主任者証（以下「取引主任者証」という。）の交付を申請するこ

とができる。

２ 取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土

交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受

講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を

受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者について

は、この限りでない。

３ 取引主任者証（第五項の規定により交付された取引主任者証を除く。）の有効期間

は、五年とする。

４ 取引主任者証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたとき

は、当該取引主任者証は、その効力を失う。

５ 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の

申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過す

るまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。

６ 取引主任者は、第十八条第一項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効

力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しな

ければならない。

７ 取引主任者は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたと

きは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならな

い。

８ 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期

間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引

主任者証を返還しなければならない。

（取引主任者証の有効期間の更新） 

第二十二条の三 取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。

２ 前条第二項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者につ

いて、同条第三項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。

（取引主任者証の交付の申請） 

第十四条の十 法第二十二条の二第一項 の規定により取引主任者証の交付を申請しよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した宅地建物取引主任者証交付申請書（以下この条に

おいて「交付申請書」という。）に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、

無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に



氏名及び撮影年月日を記入したもの（以下「取引主任者証用写真」という。）を添えて、

登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名、生年月日及び住所

二 登録番号

三 宅地建物取引業者の業務に従事している場合にあつては、当該宅地建物取引業者

の商号又は名称及び免許証番号

四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別

２ 取引主任者証の交付を申請しようとする者（試験に合格した後一年以内に交付を

申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。）は、交付申請書に法第二十二条の二

第二項 に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講し

た旨の証明書を添付しなければならない。

３ 法第十九条の二 の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申

請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなけ

ればならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載する

ことを要しないものとする。

４ 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。

（取引主任者証の有効期間の更新） 

第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付

を申請することにより行うものとする。

２ 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用

する。

３ 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者

証と引換えに行うものとする。


